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社会保険等未加入下請負人に関する報告書の作成・提出について（通知） 

 

 

建設産業における社会保険等（雇用保険、健康保険、厚生年金保険）加入を促進する

観点から、平成３０年１月１日以降に県と契約締結する工事において、社会保険等に未

加入の下請負人（建設業法第２条第３項に定める建設業者である者に限る。）がいた場

合には、下記のとおり対応することとしたので通知する。 

貴職においても、関係職員及び受注者への周知徹底を図られるとともに、事務に遺漏

のないよう留意されたい。 

 

記 

 

１ 対象となる工事 

  全ての県発注工事 

 

２ 社会保険等未加入下請負人に関する報告 

  対象工事を監督する主務課長又は所長は、受注者から提出された施工体制台帳を 

確認した結果、社会保険等に加入していない下請負人がいたときは、当該台帳の写し

を添えて監理課長に報告すること。 

 

３ 未加入者への指導等 

  監理課長は、前項による報告を受けた場合は、社会保険等未加入の下請負人に対し

加入に関する指導を行うとともに、元請負人である受注者へ対し再発防止を要請する

ものとする。また、当該下請負人が、受注者が直接契約を締結する下請契約の相手方

である場合には、石川県建設工事標準請負契約約款第６条の２第３項に違反するもの

として、指名停止措置等を検討するものとする。 
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